
 

 協議事項 １  

 

ウィークエンドバス「るんるん号」のダイヤ改正について 

 

令和７年３月 15日（土）に予定されている阿武隈急行線のダイヤ改正に併せて、 

阿武隈急行線への乗り継ぎをスムーズに行えるようにするため、ダイヤ改正を行う 

ものです。 

 

 ⑴ 改正後ダイヤ一覧 

  協議資料１ 「ウィークエンドバス「るんるん号」時刻表（新・旧）」を参照ください。 

 

 ⑵ 変更後ダイヤ等の適用時期 

  令和７年４月１日（火）から 

 

  ※当路線の運行期間は、４月第１週土曜日から１２月第１週日曜日までであるため、 

４月１日（火）からの改正で問題ありません。 

 

 

 

 

 協議事項 ２  

 

 町民バス「大耕線」のダイヤ改正について 

 

令和７年３月 15日（土）に予定されている阿武隈急行線のダイヤ改正に併せ、 

阿武隈急行線への乗り継ぎをスムーズに行えるようにするほか、白石市民バス 

「大張線」との接続を確保するため、ダイヤ改正を行うものです。 

 

 ⑴ 改正後ダイヤ一覧 

  協議資料２ 「町民バス「大耕線」時刻表（新・旧）」を参照ください。 

 

 ⑵ 変更後ダイヤ等の適用時期 

  令和７年４月１日（火）から 

 

 

 

 

 



 

 その他  

 

ウィークエンドバス「るんるん号」の次年度からの運行について 

 

⑴ ウィークエンドバス「るんるん号」の通年運行化及びルート、ダイヤ変更 

 

本町の地域公共交通の課題として、観光客等の多様な移動ニーズへの対応の

ほか、阿武隈急行線の利用促進及び利便性向上を図るため、観光二次交通の整

備が課題となっています。 

特に、ウィークエンドバス「るんるん号」においては、冬季（１２月第２土曜日から

３月末）まで運休しており、冬期間の観光二次交通の移動需要に対応できていな

い状況にあります。また、観光施設管理者等から、冬期間の運行の要望する声が

挙がっており、ニーズが高まっております。 

このことから、各種事業者等と連携を図りながら、ウィークエンドバス「るんる

ん号」の通年運行をすることにより、町民の足の確保だけでなく観光二次交通の

充実、さらには阿武隈急行の利用促進を図ります。 

また、令和８年度完成予定の MIZBE ステーションを拠点とした周遊ルートの

協議を関係者と進め、実施に向けて準備するものです。 

 

 

⑵ 具体的なスケジュール感 

 

〇令和７年１２月実施に向けた冬期間のるんるん号運行 

令和７年５月～９月 交通事業者等や観光施設管理者などと関係機関打合せ 

令和７年１０月 

 

・冬期間運行について丸森町地域公共交通会議の開催 

・国土交通省へ、冬季運行に係る事業届を提出 

令和７年１２月～ 冬期間運行開始 

  

〇MIZUBEステーションを含めた路線ルート、ダイヤ変更 

令和７年５月～10月 交通事業者等や観光施設管理者などと関係機関打合せ 

令和７年１２月 ・ルート、ダイヤ変更について丸森町地域公共交通会議

の開催 

・国土交通省へ、事業変更届及び新規ルートを提出 

 


